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参考資料

浦安市青少年健全育成連絡会補助金交付要綱（平成６年告示第115号）の一部改正

（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前

（補助金の額）

第３条 補助金の額は、475,000円以内で市長が適当と認めた額とする。

（実績報告）

第６条 連絡会は、会計年度終了後速やかに、浦安市青少年健全育成連絡会補

助金実績報告書（別記第３号様式）に事業報告書及び収支決算書を添えて、

市長に報告しなければならない。

別 記

第１号様式（第４条）

省 略

（宛先）浦安市長

省 略

第３号様式（第６条）

浦安市青少年健全育成連絡会補助金実績報告書

年 月 日

（宛先）浦安市長

省 略

（補助金の額）

第３条 補助金の額は、840,000円以内で市長が適当と認めた額とする。

（実績報告）

第６条 連絡会は、会計年度終了後速やかに、浦安市青少年健全育成連絡会実

績報告書（別記第３号様式）に事業報告書及び収支決算書を添えて、市長に

報告しなければならない。

別 記

第１号様式（第４条）

同 左

浦安市長 様

同 左

第３号様式（第６条）

浦安市青少年健全育成連絡会実績報告書

年 月 日

浦安市長 様

同 左
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（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前

第５号様式（第８条）

省 略

（宛先）浦安市長

浦安市青少年健全育成連絡会

会 長

省 略

第６号様式（第９条第１項）

省 略

（宛先）浦安市長

浦安市青少年健全育成連絡会

会 長

省 略

第７号様式（第９条第２項）

省 略

（宛先）浦安市長

省 略

第５号様式（第８条）

同 左

浦安市長 様

浦安市青少年健全育成連絡会

会 長 印

同 左

第６号様式（第９条第１項）

同 左

浦安市長 様

浦安市青少年健全育成連絡会

会 長 印

同 左

第７号様式（第９条第２項）

同 左

浦安市長 様

同 左
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（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前

附 則

この告示は、公示の日から施行し、改正後の浦安市青少年健全育成連絡会補

助金交付要綱の規定は、令和３年度分の予算に係る補助金から適用する。


